
監査委員公表第624号

平成29年２月24日付け監査第602号の監査結果に関する報告に基づき、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第199条第12項の規定により措置を講じた旨の通知があったので、同項の

規定により、次のとおり公表する。

平成30年５月18日

大分県監査委員 首 藤 博 文

大分県監査委員 長 野 恭 子

大分県監査委員 元 俊 博

大分県監査委員 馬 場 林

１ 平成28年度行政監査の結果（平成29年２月24日付け監査第602号）に基づく措置

⑴ 概要 「措置済」48件、「検討中」１件

⑵ 措置の状況

県有施設の安全・安心（施設管理の在り方）に係る措置の状況（平成30年３月31日現在）

項 目 監査の結果（要旨）
監査対象機関

措置の概要
「監査対象施設」

１ 計画的な保

全管理

⑴ 安全点検 （現状） 日田三隈高等学 平成28年度は１学期

計画の作成 学校保健安全法施行規則第 校 （６月）、２学期（12月）、

及び点検の 28条第１項に規定されている 「日田三隈高等 ３学期（３月）に、定期

実施に係る 毎学期１回以上の点検が、１ 学校」 点検を実施した。

問題点 校で実施されていなかった。 今後は、年度当初に作

成する「学校安全計画」

（改善検討事項） に点検計画を記載すると

定期点検を実施すること。 ともに、点検後は校長ま

で報告を行うこととし、

着実に点検を実施するよ

う改善を図った。

【措置済】

⑵ 利用者の （現状） 臼杵土木事務所 許可更新の際に必要な

視点に立っ 大分県港湾施設管理条例第 「臼杵港県営上 許可範囲を示す図面の添

た日常点検 ３条の規定に基づく使用許可 屋」 付がないことを、職員が

等の実施に 申請において、使用許可範囲 見過ごしていたことが使

係る問題点 が確認できる図面などが添付 用許可範囲を把握できて



されておらず、職員が使用許 いなかった原因であった

可範囲について把握できてい ため、正確な範囲を確定

ない状況であった。 し新たに図面作成のうえ

申請書への添付を行っ

（改善検討事項） た。

使用許可状況を正確に把握 今後は、更新の際に申

すること。 請者に対して図面の添付

が必須である旨を通知す

るとともに、職員が図面

に示された使用範囲と申

請場所が一致しているか

どうかを現地で実測する

等のチェック体制を整え

た。

【措置済】

⑶ 日常点検 （現状） 県有財産経営室 日常点検の実施方法に

の実施基準 知事部局及び教育庁では、 関する全庁的な統一の基

に係る問題 日常点検の実施方法について 準として、「施設管理者

点 全庁的な統一の基準は示され のための点検マニュア

ア 日常点 ておらず、日常点検の点検周 ル」を作成し、平成29年

検マニュ 期や点検方法等の実施状況 ３月27日付けで各施設管

アル等の は、同種の施設においても施 理者に通知した。

作成に係 設ごとにばらつきが見受けら 【措置済】

るもの れた。 教育財務課 教育庁所管施設点検マ

ニュアルを平成29年３月

（改善検討事項） に教育財務課で作成し、

日常点検の実施に係る全庁 平成29年３月28日付けで

的な統一の基準の策定につい 教育財務課長及び体育保

て検討すること。 健課長名により各県立学

校長及び各教育施設管理

主管課長に通知するとと

もに、学校担当者及び社

会教育施設等の担当者も

含めた研修会で指導を行



っている。

【措置済】

（現状） 体育保健課【学 教育庁所管施設点検マ

県立学校については、「『生 校安全・安心支 ュアルを整備し、マニ

きる力』をはぐくむ学校での 援課】 ュアルに示した「日常点

安全教育」において、計画的 検要領」により、県立学

な点検のためには実施要領の 校は毎授業日ごとに、社

整備が不可欠であると記載さ 会教育施設等は開館日に

れているが、45校で作成され 異常がないか確認するよ

ていなかった。 う、平成29年７月11日開

催の説明会において指導

（改善検討事項） した。

実施要領の整備に係る適切 教育財務課 併せて、日常点検の結

な指導について検討するこ 果、危険箇所は遅滞なく

と。 改善を図り、対応できな

い場合は、施設整備窓口

である教育財務課に相談

するよう指導した。

また、その情報は関係

各課で共有している。

【措置済】

イ チェッ （現状） 県有財産経営室 施設管理者を対象とし

クリスト 日常点検の実施において、 た研修会（平成29年度は

を使用し ４割の施設でチェックリスト ４月28日実施）において、

た日常点 が使用されていなかった。 チェックリストを使用し

検の実施 た点検の指導を行った。

に係るも （改善検討事項） また、法定点検等で土

の チェックリストの作成につ 木事務所職員等の建築技

いての指導又は助言、チェッ 術職員が各施設を訪問す

クリストの例示、チェックリ る際に、チェックリスト

ストを使用した点検の実施に の作成やチェックリスト

係る指導について検討するこ を使用した点検につい

と。 て、施設管理者に対して

指導・助言を行うことと



した。

【措置済】

体育保健課【学 点検区分（定期・日常）

校安全・安心支 ごとに、施設管理者が点

援課】 検できるよう、既存のチ

ェックリストを改善し、

教育庁所管施設点検マニ

ュアルに盛り込んだ。

また、教育財務課の建

教育財務課 築技術職員が施設管理者

に対し、新たな点検マニ

ュアル、チェックリスト

に基づいた点検の実施方

法について、指導・助言

を行っている。

【措置済】

２ 保全管理の

改善・向上の

取組

⑶ 安全点検 （現状） 県有財産経営室 研修会の出席率の向上

に関する職 知事部局及び指定管理施 を図るため、平成29年度

員研修及び 設等を対象とした平成28年 から開催通知を施設所管

指導・相談 度の研修会における出席状況 課と併せて施設管理者に

体制に係る は、約31.7％と低調であり、 対しても行うこととし

問題点 また、その原因について把握 た。

できていなかった。 なお、平成29年度にお

いては、職員向けの庁内

（改善検討事項） イントラネットにも開催

効果的な研修会を実施する 通知を掲出し、周知を図

ため、出席促進や欠席した機 った。

関へのフォローアップなどの また、欠席した機関に

対策を検討すること。 対するフォローアップと

して、職員向けの庁内イ

ントラネットに研修会資



料を掲出するとともに、

「防災映像配信システム」

により研修会の映像配信

を行うこととした。

【措置済】

（現状） 教育財務課 毎年開催している学校

青少年の家や県立図書館等 施設担当者等に対する説

の教育機関を対象とした研修 明会の対象者を拡大し、

会等は実施しておらず、施設 社会教育施設等の担当者

の保全管理に係る統一的な指 を含めた点検担当者への

導が行われていない状況が見 研修会を平成29年７月11

受けられた。 日に開催した。

また、今回新たに相談

（改善検討事項） ・指導窓口を教育財務課

県有建築物の計画的な保全 に決定し、同研修会で周

を推進するために、施設の適 知を図った。

切な保全管理に関する統一的 【措置済】

な指導や相談体制の整備につ

いて検討すること。

３ 施設の耐震

化等利用者の

安全対策

⑵ 転倒・移 （現状） 産業科学技術セ 平成28年度は、地震時

動・落下防 監査対象全85施設のうち24 ンター の揺れが大きいと推測さ

止対策及び 施設（28.2％）において、一 「産業科学技術 れる最上階３階のうち、

落下物防止 部未対策であり、このうち１ センター」 一般県民の利用も多い食

対策に係る 施設においては、予算の都合 品産業担当部門の13室

問題点 により対応が遅延し、多数の で、実験器具棚、冷蔵庫、

ア 転倒・ 物品が未対策となっている状 キャビネットなど転倒の

移動・落 況であった。 可能性が高い機器を優先

下防止対 し耐震補強治具設置を行

策に係る （改善検討事項①） った。

もの 本庁所管課と連携し、早急 対象物品が多数あり、

に対策を講じること。 単年度では対応困難なた



め、対策の優先順位付け

を行い、平成29年度から

平成31年度までの３か年

による実施計画を作成

し、計画に沿って順次対

策を実施することとし

た。

【措置済】

（改善検討事項②） 南部振興局 一部未対策であった物

その他の一部未対策である「佐伯総合庁舎」品（パソコンモニター）

23施設の管理者は、対策の必 について、耐震粘着ゴム

要性を判断し、適切に対応す を設置し対策を講じた

ること（監査後、対策済みの （平成29年2月27日完了）。

７施設を除く16施設）。 【措置済】

芸術文化振興課 未対策であった事務室

【芸術文化スポ 内の棚の連結及び床固定

ーツ振興課】 の処置を行い、舞台袖の

「総合文化セン ロッカーの上にある重量

ター」 物については、落下防止

のため低所に移動した。

また、額縁及び展示品

については、吊り部の補

強を行った（平成29年３

月31日完了）。

【措置済】

観光・地域振興 未対策であった物品

課 （ロッカー６台、棚10台、

「別府コンベン テレビ１台）について、

ションセンター」固定用器具や結束バンド

により固定し、転倒防止

対策を講じるとともに、

上部の重量物の除去を行

った（平成29年３月12日

完了）。

【措置済】



北部保健所 未対策であった物品

「北部保健所」 （キャビネット）につい

て、転倒防止対策を講じ

た（平成29年３月22日完

了）。

【措置済】

大分高等技術専 未対策であった物品

門校 （キャビネット・ロッカ

「大分職業訓練 ー・書類棚・コピー機・

センター」 複合機・テレビ等）につ

いて、転倒・移動・落下

防止対策を講じた（平成

29年６月２日完了）。

【措置済】

地域農業振興課 未対策であった物品

「大分農業文化 （キャビネット）につい

公園・都市農村 て、転倒・移動・落下防

交流研修館」 止対策を講じた（平成29

年５月17日完了）。

【措置済】

林務管理課 未対策であった物品

「林業研修所」 （ロッカー）について、

転倒・移動・落下防止対

策を講じた（平成28年11

月15日完了）。

【措置済】

森林整備室【森 未対策であった物品

との共生推進室】（キャビネット、ロッカ

「青少年の森」 ー）について、転倒・移

動・落下防止対策を講じ

た（平成29年２月23日完

了）。

【措置済】

体育保健課 未対策であった事務室



「庄内屋内競技 内のキャビネットについ

場」 て、転倒防止対策を講じ

た（平成29年３月完了）。

【措置済】

香々地青少年の 未対策であった施設

家 （管理棟、宿泊棟本館、

「香々地青少年 宿泊棟別館、研修棟、プ

の家」 レイホール、キャンプ場

管理棟）全般の物品（キ

ャビネット、ロッカー等）

110個について、転倒防

止対策を講じた（平成29

年６月27日完了）。

【措置済】

別府鶴見丘高等 未対策であった体育館

学校 のピアノについて、移動

「別府鶴見丘高 防止対策を講じた（平成

等学校」 29年４月完了）。

【措置済】

佐伯豊南高等学 未対策であった管理棟

校 から教室棟への渡り廊下

「佐伯豊南高等 にある生徒用ロッカーに

学校」 ついて転倒防止対策を講

じた（平成29年６月完

了）。

【措置済】

日田三隈高等学 未対策であった体育館

校 のピアノについて、移動

「日田三隈高等 防止対策を講じた（平成

学校」 29年５月完了）。

【措置済】

中津東高等学校 未対策であった各普通

「中津東高等学 教室内の掃除用具用ロッ

校」 カーについて、転倒防止

対策を講じた（平成29年



４月完了）。

【措置済】

安心院高等学校 未対策であった管理

「安心院高等学 棟、教室棟、農業棟、作

校」 物園芸実習室、プールに

設置しているキャビネッ

ト等について、転倒防止

対策を講じた（平成29年

９月完了）。

【措置済】

大分支援学校 未対策であった中等部

「大分支援学校」プレイルームの椅子収納

台について、教室内に新

設された倉庫に収納し、

対策を講じた（平成29年

３月完了）。

【措置済】

⑸ 県立学校 （現状） 爽風館高等学校 ２学期制のため、平成

における毒 県立学校では、毒劇物につ 「爽風館高等学 28年度は、監査後の後期

劇物の定期 いて毎学期１回以上の定期的 校」 （平成28年10月）に１回

点検に係る な点検を行うこととされてい 実施した。

問題点 るが、実施していない学校が 今後も毎学期に１回点

１校見受けられた。 検を行う。点検後は校長

まで報告を行うことと

（改善検討事項） し、着実に点検を実施す

定期点検を実施すること。 るよう改善を図った。

【措置済】

４ 施設管理者

と本庁所管課

等の連携

⑴ 安全点検 （現状） 観光・地域振興 平成29年３月分の業務

結果の本庁 「指定管理者制度運用ガイ 課 報告書から、記載する業

所管課等へ ドライン」では、施設設備の 「別府コンベン 務内容に「安全点検の結



の報告に係 維持管理状況（安全点検、修 ションセンター」果」を追加し、報告させ

る問題点 繕状況）については、原則、 ることとした。

業務報告書に記載する業務内 【措置済】

容として示されているが、１

施設が県へ報告させていなか

った。

（改善検討事項）

ガイドラインに沿った取扱

いを行うこと。

５ 指定管理施

設における管

理責任の明確

化

⑵ モニタリ （現状） 芸術文化振興課 平成28年度は12月と２

ングの実施 ガイドラインでは、モニタ 【芸術文化スポ 月に実地調査（モニタリ

に係る問題 リングについて、施設所管課 ーツ振興課】 ング）を実施した。

点 は書面調査のほか、施設の適 「総合文化セン 今後は、モニタリング

ア 実地調 正な管理業務を期するため、 ター」 を着実に実施するため、

査に係る 少なくとも年２回以上は実地 実地調査の対応について

もの で調査を行うものとされてい 関係機関及び班内での情

るが、６施設において実施さ 報共有を図ることとし

れていなかった。 た。

【措置済】

（改善検討事項） 地域福祉推進室 平成28年度は、平成28

ガイドラインに沿ったモニ 「社会福祉介護 年12月６日に実地調査

タリングを実施すること。 研修センター」 （モニタリング）を実施

した。

平成29年度以降は、年

２回以上（うち１回は土

木建築部職員等の県有建

築物保全調査を同時に実

施）のモニタリングを着

実に実施するため、実地



調査の対応について関係

機関及び班内での情報共

有を図ることとした。

【措置済】

公園・生活排水 平成28年度は２回のモ

課 ニタリングを実施した

「大洲総合運動 （平成28年８月10日及び

公園」 平成29年２月22日）。

また、今後はモニタリ

ングを着実に実施するた

め、関係機関及び所属内

での情報共有を図ること

とした。

【措置済】

「大分スポーツ 平成28年度は２回のモ

公園」 ニタリングを実施した

（平成28年７月27日及び

平成28年11月29日）。

また、今後はモニタリ

ングを着実に実施するた

め、関係機関及び所属内

での情報共有を図ること

とした。

【措置済】

「ハーモニーパ 平成28年度は２回のモ

ーク」 ニタリングを実施した

（平成28年７月26日及び

平成28年11月７日）。

また、今後はモニタリ

ングを着実に実施するた

め、関係機関及び所属内

での情報共有を図ること

とした。

【措置済】

体育保健課 平成28年度は２回のモ



「総合体育館」 ニタリングを実施した

（平成28年７月及び平成

29年３月）。

今後もガイドラインに

沿ったモニタリングを行

う。

【措置済】

イ 土木建 （現状） 芸術文化振興課 平成28年度は土木建築

築部職員 ガイドラインでは、モニタ 【芸術文化スポ 部職員との同行調査を８

等の同行 リングについて、施設所管課 ーツ振興課】 月に実施した。

による調 は書面調査のほか、施設の適 「総合文化セン 平成29年度以降は、同

査に係る 正な管理業務を期するため、 ター」 行調査に係る対応につい

もの 少なくとも年２回以上は実地 て関係機関との情報共有

で調査を行うものとされ、ま を行い、実施の徹底を図

た、そのうち１回以上は、土 ることとした。

木建築部職員等の同行による 【措置済】

危険箇所等の調査を実施する 地域福祉推進室 これまで、土木建築部

こととされているが、６施設 「社会福祉介護 職員等による県有建築物

においてガイドラインに沿っ 研修センター」 保全調査は実施されてき

た同行調査が実施されていな たが、同時に行うべき地

かった。 域福祉推進室職員による

実地調査は実施していな

（改善検討事項） かった。

ガイドラインに沿った同行 今後は、ガイドライン

調査を実施すること。 に沿って、実地調査を着

実に実施するよう、関係

機関との情報共有を行

い、対応を図ることとし

た。

【措置済】

自然保護推進室 平成27年度は、施設所

「長者原オート 管課（観光・地域振興課）

キャンプ場」 と土木建築部職員との間

で日程の調整ができず、



別々に実地調査を行った

が、平成28年度はガイド

ラインに基づき、土木建

築部職員の同行により実

地調査を行った。

今後は、同行調査に係

る対応について、関係機

関との情報共有を図り、

着実に実施することとし

た。

【措置済】

公園・生活排水 これまで建築基準法第

課 12条に基づく定期点検に

「大分スポーツ 併せて同行調査を実施し

公園」 てきたが、業務報告書で

報告された修繕箇所の確

認が実施されていなかっ

た。

今後は、修繕箇所の確

認も併せて計画的に実施

するよう関係機関と連携

し、徹底を図ることとし

た。

【措置済】

「ハーモニーパ これまで建築基準法第

ーク」 12条に基づく定期点検に

併せて同行調査を実施し

てきたが、業務報告書で

報告された修繕箇所の確

認が実施されていなかっ

た。

今後は、修繕箇所の確

認も併せて計画的に実施

するよう関係機関と連携

し、徹底を図ることとし



た。

【措置済】

体育保健課 平成28年度は、ガイド

「総合体育館」 ラインに沿った教育財務

課建築技術職員の同行調

査を、平成28年７月に１

回実施した。

平成29年度以降も１回

の同行調査を実施する。

【措置済】

⑶ 管理物件 （現状） 芸術文化振興課 平成30年度からの次期

の修繕に係 ガイドラインでは、管理物 【芸術文化スポ 指定管理更新時に、上限

る責任分担 件の修繕について指定管理者 ーツ振興課】 額を明示することとし

に係る問題 が負担する場合は、１件当た 「総合文化セン た。

点 りの上限額と各年度の負担総 ター」 【措置済】

額の上限額を協定書に明示す 観光・地域振興 平成30年度からの基本

ることとされているが、各年 課 協定の変更に向けて、共

度の負担総額の上限額につい 「別府コンベン 同運営管理者である別府

て、３施設において明示され ションセンター」市と足並みをそろえる必

ていなかった。 要があることから、変更

時期及び内容について協

（改善検討事項） 議を重ねたが合意に至ら

ガイドラインに沿った取扱 なかったため、引き続き

いについて検討すること。 対応を検討する。

【検討中】

体育保健課 ガイドラインに明示さ

「庄内屋内競技 れている修繕の各年度の

場」 負担総額の上限額につい

て、平成29年３月に基本

協定の変更を実施した。

【措置済】

⑷ 施設所管 （現状） 芸術文化振興課 施設のホームページに

課の直接対 ガイドラインでは、施設利 【芸術文化スポ 施設所管課、指定管理者

応窓口の周 用者から施設所管課に対し苦 ーツ振興課】 の窓口を明記し周知を図



知の取組に 情や要望等が直接行えるよう 「総合文化セン った（平成29年２月20日

係る問題点 施設所管課に対応窓口を設け ター」 完了）。

るとともに、施設パンフレッ 【措置済】

トや施設ホームページ、県庁 観光・地域振興 施設のホームページに

ホームページ等に、当該窓口 課 施設所管課、指定管理者

と対応責任者を明記すること 「別府コンベン の窓口を明記し周知を図

などにより周知を図るものと ションセンター」った（平成29年２月16日

するとされているが、12施設 完了）。

については取組が行われてい 【措置済】

なかった。 森林整備室【森 大分県県民の森の施設

との共生推進室】のホームページに、施設

「青少年の森」 の所管課を明記し周知を

（改善検討事項） 図った（平成29年２月15

周知の取組を行うこと（監 日完了）。

査後周知が行われた４施設を なお、当該施設は平成

除く８施設）。 29年４月から森との共生

推進室の所管となったた

め、ホームページの記載

を変更した。

【措置済】

港湾課 施設のホームページ

「別府港県営３ に、施設所管課の直接対

号上屋」 応窓口を掲載し、周知を

図った（平成29年２月完

了）。

【措置済】

公園・生活排水 大洲総合運動公園の施

課 設のホームページに施設

「大洲総合運動 所管課の直接対応窓口を

公園」 掲載し、周知を図った（平

成29年２月完了）。

【措置済】

「ハーモニーパ ハーモニーパークの施

ーク」 設のホームページに施設

所管課の直接対応窓口を



掲載し、周知を図った（平

成29年２月完了）。

【措置済】

体育保健課 総合体育館のホームペ

「総合体育館」 ージに体育保健課が施設

の直接対応窓口であるこ

とを掲載し、周知を図っ

た（平成29年３月完了）。

【措置済】

「庄内屋内競技 由布市のホームページ

場」 に体育保健課が施設の直

接対応窓口であることを

掲載し、周知を図った（平

成29年３月完了）。

【措置済】

６ 全庁的なマ

ネジメント

⑵ 県立学校 （現状） 体育保健課【学 建築基準法に基づく定

の安全管理 毎学期１回以上の定期点検 校安全・安心支 期点検は年１回、学校保

に係る問題 が１校で未実施であったほ 援課】 健安全法に基づく定期点

点 か、文部科学省が「『生きる 検は毎学期１回以上、日

力』をはぐくむ学校での安全 常点検は授業日毎に実施

教育」で推奨している毎月１ し、法令に基づく定期点

回の点検については、本県で 検は、教育庁所管施設点

は統一的な取組がなされてい 検マニュアルに基づき、

ない状況であった。 担当者がチェックリスト

に記録して、校長に報告

（改善検討事項） するよう指導した。

法令で定められた点検の実 危険箇所は遅滞なく改

施について適切な指導及び定 善を図り、学校で対応で

期点検の統一的な取組につい きない場合は、施設整備

て検討すること。 窓口である教育財務課に

相談するよう指導した。

その情報は関係課も共有

することとしている。



また、すべての県立学

校で新年度始業式までに

教育庁所管施設点検マニ

ュアルに基づき定期点検

を実施した。

毎月１回の点検につい

ては、施設・設備の使用

状況や学校の実情に応じ

て月ごとに点検箇所を決

め、学校安全計画により

計画的に実施するよう指

導した。

【措置済】

（注） 「監査対象機関」欄の【 】内は、平成29年４月１日組織改編後の監査対象施設

管理機関等である。


